
青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱の
改正について

資料２

青森県がん・生活習慣病対策課
２０２４(令和６)年１２月２日



１．県要綱改正の経緯

○令和６年２月１４日付けで、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため
の指針」（健発第０３３１０５８号平成２０年３月３１日厚生労働省健康局長通知
別添。以下「国の指針」という。）が一部改正され、「ＨＰＶ検査単独法」が国の指
針に追加された。

○「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」（以下「県要綱」という。）
は、第２章６（要綱の見直し）において、

この要綱は、国の指針の改正や青森県がん対策推進計画の見直し等を踏
まえ、必要に応じて見直しを行う

とされている。

国の指針の改正に伴い、
県要綱の見直し（改正）が必要
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２．県要綱改正の手続き

① 令和６年１２月２日
＜青森県生活習慣病検診管理指導協議会＞

・県要綱の改正について、内容や文言等を協議する。

② 令和７年１月頃
＜青森県における科学的根拠に基づくがん検診推進委員会＞（書面開催を予定）

・青森県生活習慣病検診管理指導協議会の協議結果について、委員会での
承認を経て、県要綱を改正する。

③ 令和７年３月末まで
・弘前大学、青森県医師会、青森県の連名で、改正した県要綱を発出する。
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３．県要綱の改正内容の概要

（１）国の指針の概要
ＨＰＶ検査単独法を実施するに当たっての要件が示された。

＜国の指針（該当部分を抜粋）＞
ただし、ＨＰＶ検査単独法は（中略）「ＨＰＶ陽性者に対する長期の追跡を含む

精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診を下回
る可能性がある」と言及されている。
また、本指針に基づくＨＰＶ検査単独法では、次回の検査時期・内容が検診結

果毎に異なる等、これまでの検診とは異なる運用が必要となる。子宮頸がん検
診の効果を担保するため、ＨＰＶ検査単独法を実施する場合には、市町村は以
下の要件を全て満たす必要がある。
＜要件＞
・国の指針に沿って実施するとともに、ＨＰＶ検査単独法検診マニュアルを活
用すること。
・ＨＰＶ検査単独法の導入時に必要な者が導入に向けた研修等を実施してい
ること。
・受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有し、個別の対象者
の検診受診状況を長期に追跡することが可能であること。
・ＨＰＶ検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入につい
て、都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の理解と協力が得
られていること。
・ＨＰＶ検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民
や対象者への普及啓発を行うこと。
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３．県要綱の改正内容の概要

（２）県の対応
本県としては、国の指針に示されている要件を全て満たすことができない限り

は、市町村が行うがん検診事業では実施しないこととする。

市町村において適切な精度管理体制が構築されているか等を確認する必要
があるため、

① 導入に当たっては、必ず事前に県と協議を行うこと
② 県を通じてＨＰＶ検査単独法に関連する検診（医療）機関と協議を行うこと

の２点を、本県独自の要件として県要綱に記載する。

（３）「県要綱の解説」「附属資料」の改正
文言等の追加及び修正。

※要綱改正に係る新旧対照表は、次ページ以降。

仮に要件を全て満たしたとしても、
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 青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱新旧対照表 
改正後 改正前 

青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱 
 

（令和４年３月２３日策定） 
（令和○年○月○日一部改正） 

                   

第１章 要綱の目的・位置づけ 
１ 目的   （略） 

 
 ２ 位置づけ 

（１）～（２）   （略） 
 
第２章 青森県におけるがん検診事業の実施方針 
 １ 基本理念 
 （１）～（６）   （略） 
 
 ２ 科学的根拠に基づくがん検診事業の実施（がん検診アセスメント） 
 （１）実施方針 

市町村が行うがん検診事業では、科学的根拠等に基づき国の指針

において掲げられている次の検診（対策型検診）のみを実施するこ

ととする。 

なお、受診を特に推奨する年齢は、子宮頸がん検診（ＨＰＶ検査単

独法）は６０歳以下の者（６１歳以上の追跡対象者を含む。）、その他

のがん検診は６９歳以下の者とする。 

 

   ①‐１ 子宮頸がん検診（細胞診単独法） 

検査方法：問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 
    対 象 者：２０歳以上の女性 

森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱 

 

（令和４年３月２３日策定） 

 

                   

第１章 要綱の目的・位置づけ 

１ 目的   （略） 

 

 ２ 位置づけ 

（１）～（２）   （略） 

 

第２章 青森県におけるがん検診事業の実施方針 

 １ 基本理念 

 （１）～（６）   （略） 

 

 ２ 科学的根拠に基づくがん検診事業の実施（がん検診アセスメント） 

 （１）実施方針 

市町村が行うがん検診事業では、科学的根拠等に基づき国の指針

において掲げられている次の検診（対策型検診）のみを実施するこ

ととする。 

 

   ①子宮頸がん検診 

検査方法：問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 

    対 象 者：２０歳以上の女性 

    受診間隔：２年に１回 

②乳がん検診 

検査方法：問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 
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改正後 改正前 
    受診間隔：２年に１回 
  ①‐２ 子宮頸がん検診（ＨＰＶ検査単独法） 

    検査方法：問診、視診、ＨＰＶ検査 

    対 象 者：３０歳以上の女性 

    受診間隔：５年に１回 

②乳がん検診 

検査方法：問診及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ） 

    対 象 者：４０歳以上の女性 

     受診間隔：２年に１回 

③大腸がん検診 

検査方法：問診及び便潜血検査 

     対 象 者：４０歳以上 

     受診間隔：年１回 

④胃がん検診 

検査方法：問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 

のいずれか 

     対 象 者：５０歳以上（ただし、当分の間、胃部エックス線検

査については４０歳以上に対し実施可） 

     受診間隔：２年に１回（ただし、当分の間、胃部エックス線検

査については年１回実施可）    

   ⑤肺がん検診 

検査方法：質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 

    対 象 者：４０歳以上 

         （喀痰細胞診の対象者は、原則５０歳以上で喫煙指

    対 象 者：４０歳以上の女性 

     受診間隔：２年に１回 

③大腸がん検診 

検査方法：問診及び便潜血検査 

     対 象 者：４０歳以上 

     受診間隔：年１回 

④胃がん検診 

検査方法：問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 

のいずれか 

     対 象 者：５０歳以上（ただし、当分の間、胃部エックス線検

査については４０歳以上に対し実施可） 

     受診間隔：２年に１回（ただし、当分の間、胃部エックス線検

査については年１回実施可）    

   ⑤肺がん検診 

検査方法：質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 

    対 象 者：４０歳以上 

         （喀痰細胞診の対象者は、原則５０歳以上で喫煙指

数が６００以上（過去における喫煙者を含む）） 

    受診間隔：年１回       

 

   いずれの検診においても、受診を特に推奨する者は６９歳以下の

ものとする。 

 

 （２）国の指針に掲げられていない検診の対応 
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改正後 改正前 
数が６００以上（過去における喫煙者を含む）） 

    受診間隔：年１回       

 

（２）ＨＰＶ検査単独法の対応について 

市町村は、令和６年２月１４日に改正された国の指針に明記され

ている、ＨＰＶ検査単独法を実施する場合の要件を全て満たすこと

ができない限りは、市町村が行うがん検診事業では実施しないこと

とする。 

 

  ※国の指針（該当部分を抜粋） 

ただし、ＨＰＶ検査単独法は、「有効性評価に基づく子宮頸がん検

診ガイドライン 2019 年度版」（国立がん研究センター）において、

子宮頸部の細胞診と同様に対策型検診の導入が推奨されているが、

「ＨＰＶ陽性者に対する長期の追跡を含む精度管理体制の構築が前

提であり、遵守できない場合は効果が細胞診を下回る可能性がある」

と言及されている。 

また、本指針に基づくＨＰＶ検査単独法では、次回の検査時期・内

容が検診結果毎に異なる等、これまでの検診とは異なる運用が必要

となる。子宮頸がん検診の効果を担保するため、ＨＰＶ検査単独法

を実施する場合には、市町村は以下の要件を全て満たす必要がある。 

   ＜要件＞ 

   ・国の指針に沿って実施するとともに、ＨＰＶ検査単独法検診マニ

ュアルを活用すること。 

   ・ＨＰＶ検査単独法の導入時に必要な者が導入に向けた研修等を実

    国の指針に掲げられていない検診（以下「指針外検診」という。）

は、市町村が行うがん検診事業では実施しないこととする。 

医療機関において任意型検診として実施する場合は、「科学的根拠

に基づくがん検診ガイドライン（厚生労働省研究班／国立がん研究

センター）」等の推奨レベル等を踏まえ、個人の心身の状況に応じて

適切に実施する。その際には、死亡リスク減少につながる有効性が

保証できないことや不利益とその大きさについて説明のうえ、個人

の受診の意志決定を支援する。 
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改正後 改正前 
施していること。 

   ・受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有し、個別

の対象者の検診受診状況を長期に追跡することが可能であるこ

と。 

   ・ＨＰＶ検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導

入について、都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の

理解と協力が得られていること。 

   ・ＨＰＶ検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法につ

いて、住民や対象者への普及啓発を行うこと。 

 

なお、ＨＰＶ検査単独法は細胞診単独法と比べ、検診間隔を２－

３倍に延長できる利点がある一方、偽陽性率が大幅に上昇（１，００

０人当たり４２人増加）し、不利益が増大することには十分留意が

必要である。また、ＨＰＶ検査単独法では細胞診単独法と比較し、精

密検査を要する受診者の増加により、医療機関が圧迫されることも

懸念される。 

よって、ＨＰＶ検査単独法については、国の動向を注視しながら、

導入について慎重に検討する必要がある。そのため、導入に当たっ

ては、必ず事前に県と協議を行うとともに、県を通じてＨＰＶ検査

単独法に関連する検診（医療）機関と協議を行うこととする。 

 
 
 （３）国の指針に掲げられていない検診の対応 

    国の指針に掲げられていない検診（以下「指針外検診」という。）
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改正後 改正前 
は、市町村が行うがん検診事業では実施しないこととする。 

医療機関において任意型検診として実施する場合は、「科学的根拠

に基づくがん検診ガイドライン（厚生労働省研究班／国立がん研究

センター）」等の推奨レベル等を踏まえ、個人の心身の状況に応じて

適切に実施する。その際には、死亡リスク減少につながる有効性が

保証できないことや不利益とその大きさについて説明のうえ、個人

の受診の意志決定を支援する。 

 
 ３ 精度管理によるがん検診事業の質の向上（がん検診マネジメント） 
 （１）実施方針   （略） 
 
 （２）精度管理体制 
    がん検診事業の精度管理体制は、次のとおり県が市町村及び検診

実施機関から必要なデータを収集し、事業全体を評価する体制とし、

「目標と標準の設定」、「質と達成度のモニタリング・分析」及び「改

善に向けた取組」を繰り返すことで安定的に質の高い事業とする。 
    また、精度管理の具体的な内容については、附属資料２「青森県

におけるがん検診事業の精度管理に係る技術的指針」のとおりとす

る。 
 
   ＜精度管理体制：各機関における精度管理に関する役割＞ 

機関名 １．目標と標準

の設定 
２．質と達成度

のモニタリン

グ・分析 

３．改善に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 精度管理によるがん検診事業の質の向上（がん検診マネジメント） 
 （１）実施方針   （略） 
 
 （２）精度管理体制 
    がん検診事業の精度管理体制は、次のとおり県が市町村及び検診

実施機関から必要なデータを収集し、事業全体を評価する体制とし、

「目標と標準の設定」、「質と達成度のモニタリング・分析」及び「改

善に向けた取組」を繰り返すことで安定的に質の高い事業とする。 
    また、精度管理の具体的な内容については、附属資料２「青森県

におけるがん検診事業の精度管理に係る技術的指針」のとおりとす

る。 
 
 

   ＜精度管理体制：各機関における精度管理に関する役割＞ 

機関名 １．目標と標準

の設定 
２．質と達成度

のモニタリン

グ・分析 

３．改善に向けた取組 
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改正後 改正前 

県 国が示した精度

管理指標に基づ

き、精度管理に

必要なデータの

収集体制を整備 

市町村及び検

診実施機関の

精度管理に必

要なデータの

収集、県全体の

事業評価 

評価結果に基づく市町

村及び検診実施機関に

対する助言・指導、評価

結果及び助言・指導状

況の公表 

市町村 網羅的な名簿の

作成や検診結果

等の記録など精

度管理に必要な

データを作成す

る体制を整備 

精度管理状況

の自己点検の

実施、精度管理

に必要なデー

タの作成及び

県への報告 

自己点検結果及び県の

助言・指導に基づく改

善 

検診実施

機関（個

別検診を

担う郡市

医師会を

含む） 

検診結果等の記

録など精度管理

に必要なデータ

を作成する体制

を整備 

精度管理状況

の自己点検の

実施、精度管理

に必要なデー

タの作成並び

に県及び市町

村への報告 

自己点検結果及び県の

助言・指導に基づく改

善 

精密検査

実施機関

（医療機

関） 

精密検査結果等

の記録など精度

管理に必要なデ

ータを作成する

精密検査結果

等の市町村及

び検診実施機

関への報告 

 

県 国が示した精度

管理指標に基づ

き、精度管理に

必要なデータの

収集体制を整備 

市町村及び検

診実施機関の

精度管理に必

要なデータの

収集、県全体の

事業評価 

評価結果に基づく市町

村及び検診実施機関に

対する助言・指導、評価

結果及び助言・指導状

況の公表 

市町村 網羅的な名簿の

作成や検診結果

等の記録など精

度管理に必要な

データを作成す

る体制を整備 

精度管理状況

の自己点検の

実施、精度管理

に必要なデー

タの作成及び

県への報告 

自己点検結果及び県の

助言・指導に基づく改

善 

検診実施

機関（個

別検診を

担う郡市

医師会を

含む） 

検診結果等の記

録など精度管理

に必要なデータ

を作成する体制

を整備 

精度管理状況

の自己点検の

実施、精度管理

に必要なデー

タの作成並び

に県及び市町

村への報告 

自己点検結果及び県の

助言・指導に基づく改

善 

精密検査

医療機関 
精密検査結果等

の記録など精度

管理に必要なデ

ータを作成する

精密検査結果

等の市町村及

び検診実施機

関への報告 
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改正後 改正前 

体制を整備 
 （３）精度管理指標   （略） 
 
 ４ 県民のがん死亡率減少を実現するために必要な持続可能で質の高いが

ん検診事業の実施に向けた取り組みの方向性 
（１）～（６）   （略） 
 
５ がん検診事業の実施状況の確認と改善策の検討 
 （略） 
 
６ 要綱の見直し 
 （略） 
 
附属資料 
１～４   （略） 

 
 

体制を整備 
（３）精度管理指標   （略） 
 
 ４ 県民のがん死亡率減少を実現するために必要な持続可能で質の高いが

ん検診事業の実施に向けた取り組みの方向性 
（１）～（６）   （略） 
 
５ がん検診事業の実施状況の確認と改善策の検討 
 （略） 
 
６ 要綱の見直し 
 （略） 
 
附属資料 
１～４   （略） 
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 「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」の解説新旧対照表 
改正後 改正前 

「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」の解説 
 

（令和○年○月○日一部改正） 
 
                   

第１章 要綱の目的・位置づけ 
（略） 

 
 
第２章 青森県におけるがん検診事業の実施方針 
 ○「１ 基本理念」について 

（略） 
 
 ○「２ 科学的根拠に基づくがん検診事業の実施」について 

（略） 
 
 ○「３ 精度管理によるがん検診事業の質の向上」について 

（略） 
 

 ○「５ がん検診事業の実施状況の確認と改善策の検討」について 
   （略） 
 
 ○「６ 要綱の見直し」について 
   （略） 
 
 （参考） 
 ＜都道府県＞ 

  ・生活習慣病検診等管理指導協議会（協議会）を設置し、地域がん登録

等を活用し、がん罹患の動向、検診の実施方法や精度管理の在り方に

「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」の解説 
 
 
 
                   

第１章 要綱の目的・位置づけ 
（略） 

 
 
第２章 青森県におけるがん検診事業の実施方針 
 ○「１ 基本理念」について 

（略） 
 
 ○「２ 科学的根拠に基づくがん検診事業の実施」について 

（略） 
 
 ○「３ 精度管理によるがん検診事業の質の向上」について 

（略） 
 

 ○「５ がん検診事業の実施状況の確認と改善策の検討」について 
   （略） 
 
 ○「６ 要綱の見直し」について 
   （略） 
 
 （参考） 
 ＜都道府県＞ 

  ・生活習慣病検診等管理指導協議会（協議会）を設置し、地域がん登録

等を活用し、がん罹患の動向、検診の実施方法や精度管理の在り方に
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改正後 改正前 
ついて専門的見地から検討を行い、市町村に対する技術的支援や検診

機関に対する指導を行う。 
・協議会において「地域保健・健康増進事業報告」等に基づく市町村か

らの事業の実施結果を用いて都道府県内の各市町村、及び各検診実施

機関の事業評価を行う。 
・協議会における検討結果については市町村、検診実施機関、関係団体

に対して説明会個別指導等を通じて積極的に周知を図り、それぞれの

事業改善を求める。 
・精度管理上の問題が認められる検診実施機関に対しては「事業評価の

チェックリスト」の結果に基づき、適切でない場合は検診実施機関と

は認めない措置を講じる。 
 

＜市町村＞ 
・「地域保健・健康増進事業報告」に報告される対象者数、受診者数、要

精検者数、精検受診者数、がん発見者数等を正確に把握し、都道府県

に報告する。さらに協議会において検診実施機関ごとの事業評価を適

切に行うことができるよう、委託先の検診実施機関に実施体制につい

ての情報や各種指標の報告を求め、検診実施機関ごとに整理した上で、

都道府県に報告する。 
・協議会における事業評価の結果や保健所等の技術的な助言等を踏ま

え、必要に応じて事業の実施体制を改善する。 
・協議会における検討結果に基づき、がん検診指針に準拠したがん検診

が実施されるよう適切な検診実施機関に委託する。 
 
 ＜検診機関＞ 

ついて専門的見地から検討を行い、市町村に対する技術的支援や検診

機関に対する指導を行う。 
・協議会において「地域保健・老人保健事業報告」等に基づく市町村か

らの事業の実施結果を用いて都道府県内の各市町村、及び各検診実施

機関の事業評価を行う。 
・協議会における検討結果については市町村、検診実施機関、関係団体

に対して説明会個別指導等を通じて積極的に周知を図り、それぞれの

事業改善を求める。 
・精度管理上の問題が認められる検診実施機関に対しては「事業評価の

チェックリスト」の結果に基づき、適切でない場合は検診実施機関と

は認めない措置を講じる。 
 

＜市町村＞ 
・「地域保健・老人保健事業報告」に報告される対象者数、受診者数、要

精検者数、精検受診者数、がん発見者数等を正確に把握し、都道府県

に報告する。さらに協議会において検診実施機関ごとの事業評価を適

切に行うことができるよう、委託先の検診実施機関に実施体制につい

ての情報や各種指標の報告を求め、検診実施機関ごとに整理した上で、

都道府県に報告する。 
・協議会における事業評価の結果や保健所等の技術的な助言等を踏ま

え、必要に応じて事業の実施体制を改善する。 
・協議会における検討結果に基づき、がん検診指針に準拠したがん検診

が実施されるよう適切な検診実施機関に委託する。 
 
 ＜検診機関＞ 

13



 3

改正後 改正前 
 （略）  （略） 
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 附属資料２ 青森県におけるがん検診事業の精度管理に係る技術的指針（子宮頸がん検診） 
新旧対照表 

改正後 改正前 
青森県におけるがん検診事業の精度管理に係る技術的指針 

（子宮頸がん検診）＜自治体版＞ 
 

（令和○年○月○日一部改正） 
 

１ 対象者 ～ ８ 事業評価 
 （略） 
 
９ ＨＰＶ検査単独法の取扱いについて 

令和６年２月１４日付けで改正された国の指針において、子宮頸がん検診

としてＨＰＶ検査単独法が明記され、ＨＰＶ検査単独法を実施する場合に市

町村が全て満たさなければならない要件も示されている。 

本県においては、「青森県におけるがん検診事業の実施に関する要綱」に

基づき、ＨＰＶ検査単独法を実施する場合の要件を全て満たすことができな

い限りは、市町村が行うがん検診事業では実施しないこととしている。 

よって、市町村がＨＰＶ検査単独法を導入するに当たっては、国の指針に

基づき、必ず事前に県と協議を行うとともに、県を通じて HPV 検査単独法に

関連する検診（医療）機関と協議を行うこととする。 

 

青森県におけるがん検診事業の精度管理に係る技術的指針 
（子宮頸がん検診）＜自治体版＞ 

 
 
 

１ 対象者 ～ ８ 事業評価 
 （略） 
 
９ （新設） 
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 附属資料３ 青森県におけるがん検診事業の実施状況一覧 新旧対照表 
改正後 改正前 

青森県におけるがん検診事業の実施状況一覧 
 

（令和○年○月○日一部改正） 
 

１ 実施状況を確認する項目 

確認項目 現状 出典等 
がんの７５歳未満 
年齢調整死亡率 

８７．６人 
（令和２年） 

国立がん研究 
センター 

指針に基

づくがん

検診の実

施状況 
（５がん

全体） 

検診の種類 ３６市町村 
（Ｒ３年度） 

青森県 対象年齢 ２６市町村 
（Ｒ３年度） 

検診間隔 １４市町村 
（Ｒ３年度） 

指針外検

診の実施

状況 

前立腺がん検診 ２４市町村 
（Ｒ３年度） 

青森県 

ペプシノゲン・ヘリ

コバクターピロリ 
抗体検査 

７市町村 
（Ｒ４年度） 

子宮体がん検診 １０市町村 
（Ｒ３年度） 

卵巣がん検診 １４市町村 
（Ｒ３年度） 

その他 ２市町村 
（Ｒ３年度） 

市町村及

び検診実
市町村 ７９．４％ 

（５がん平均） 
国立がん研究 

センター 

青森県におけるがん検診事業の精度管理に係る技術的指針 
（子宮頸がん検診）＜自治体版＞ 

 
 

１ 実施状況を確認する項目 

確認項目 現状 出典等 
がんの７５歳未満 
年齢調整死亡率 

８７．６人 
（令和２年） 

国立がん研究 
センター 

指針に基

づくがん

検診の実

施状況 
（５がん

全体） 

検診の種類 ３６市町村 
（Ｒ３年度） 

青森県 対象年齢 ２６市町村 
（Ｒ３年度） 

検診間隔 １４市町村 
（Ｒ３年度） 

指針外検

診の実施

状況 

前立腺がん検診 ２４市町村 
（Ｒ３年度） 

青森県 

ＨＰＶ検査 ０市町村 
（Ｒ３年度） 

子宮体がん検診 １０市町村 
（Ｒ３年度） 

卵巣がん検診 １４市町村 
（Ｒ３年度） 

その他 ０市町村 
（Ｒ３年度） 

市町村及

び検診実

施機関の

市町村 
７９．４％ 

（５がん平均） 
（令和２年度） 

国立がん研究 
センター 
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改正後 改正前 
施機関の

技術・体

制指標 

（Ｒ２年度） 

集団検診機関 
９１．８％ 

（５がん平均） 
（Ｒ２年度） 

青森県 

個別検診機関 ６５．８％ 
（Ｒ４年度） 

市町村及び検診実施 
機関のプロセス指標 

附属資料１ 
８－（２）の 

とおり 

地域保健・健康 
増進事業報告 

（厚生労働省） 
働き盛り

世代の 
がん死亡

率の状況 
（全国

比） 

４０代 １．２９倍 
（Ｒ元年） 

人口動態統計 
（厚生労働省） 

５０代 １．３８倍 
（Ｒ元年） 

 

 

技術・体

制指標 集団検診機関 
９１．８％ 

（５がん平均） 
（令和２年度） 

青森県 

個別検診機関 

＜今後の実施調

査の 
結果を踏まえる

＞ 

－ 

市町村及び検診実施 
機関のプロセス指標 

附属資料１ 
８－（２）の 

とおり 

地域保健・健康 
増進事業報告 

（厚生労働省） 
働き盛り

世代の 
がん死亡

率の状況 
（全国

比） 

４０代 １．３倍 
（Ｒ元年） 

人口動態統計 
（厚生労働省） 

５０代 １．４倍 
（Ｒ元年） 
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